
四街道市告示第 192 号 

 

 

字の区域の変更 

  

 本市の区域内の字の区域を次のとおり変更する旨、地方自治法第２６０条第２項の規定

により告示する。 

なお、この告示は土地区画整理法第 103 条第 4 項の規定による四街道都市計画事業鹿渡

南部特定土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から効力を生ずる。 

 

 

令和７年１２月１８日 

 

四街道市長 鈴木 陽介  

 

 



新

大　字 大　字 字

鹿　渡 和良比 長作 ２６８の４

鹿渡 前原

５６７の１　５６７の４　５６７の５　５６８の２

５６９の１　５６９の３　５６９の４　５７０の１

５７０の４　５７０の５　５７０の７～５７０の１９

５８８の１　５８９の１　５９０の１　５９２の１

５９２の４　５９２の５　５９３の１　５９３の２

５９４　５９５の１　５９５の２　５９６　５９７の１

５９７の２　５９８の２　５９９の１　５９９の２

６０７の２　６０９の１　６０９の２　６１０の１～

６１０の７及びこれらの区域に隣接介在する道路である

公有地の一部

道作

６１１の１～６１１の６　６１２の４　６１２の８

６１２の９　６１２の１９　６１２の２０　６２０の１

６２０の２　６２０の９　６２０の１３　６３２の１及

びこれらの区域に隣接介在する道路である公有地の一部

谷ツ田 ６７０の９１

内ノミ台

６９９の１　６９９の４　７０２の１　７０２の７～

７０２の２７　７０３の２～７０３の４　７０６の１

７０６の５　７０６の６　７０６の９　７０６の１０

７０７の１～７０７の３　７０７の９　７０７の１０

７０７の１６～７０７の３６　７０９の１　７０９の２

７１０の２０及びこれらの区域に隣接介在する道路であ

る公有地の一部

木戸場

１１１０の３　１１１０の８　１１１０の１７
１１１０の１８　１１１０の４２　１１１１の１
１１１１の４　１１１８の１～１１１８の２２
１１２０の１～１１２０の６　１１２１の１　１１２１
の２・１１２３｝合併の２　１１２２　１１２４の６
１１２４の７　１１２４の９　１１２４の１０
１１２５の２　１１２６の４　１１２９　１１３０の１
１１３０の７～１１３０の１５　１１３１の１～
１１３１の４　１１３１の６　１１３１の７　１１３１
の１０～１１３１の２１　１１３２の２～１１３２の６
１１３３の２　１１３３の３　１１３３の１０～
１１３３の３７及びこれらの区域に隣接介在する道路で

ある公有地の一部

向柳作

１１３４の６　１１３４の４５　１１５０の１８４

１１５０の１８５　１１５０の２３５及びこれらの区域

に隣接介在する道路である公有地の一部

柳作

１２００の８０～１２００の８２　１２０１の１

１２０２の１～１２０２の６　１２０３の１～１２０３

の３　１２０５並びにこれらの区域に隣接介在する道路

及び水路である公有地の一部

大堤 道路及び水路である公有地の一部

備考　上記の土地の表示は、令和７年６月２日現在の登記事項証明書によるものである。
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さちが丘一丁目

みのり町
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区画整理事業施行区域内の字

を廃止し、大字和良比の一部

を大字鹿渡に変更する。
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凡　　　例

施行地区界

大　字  界

市街化区域界

字  　　界

大字和良比字長作
拡 大 図


